
 

 

災害対策基本法（抜粋） 

（平成 24年６月 27日改正） 

 

（都道府県防災会議の組織） 

第十五条都道府県防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

一 当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はそ

の指名する職員 

二 当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊

若しくは機関の長 

三 当該都道府県の教育委員会の教育長 

四 警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長 

五 当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者 

六 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから当該

都道府県の知事が任命する者 

七 当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関

の役員又は職員のうちから当該都道府県の知事が任命する者 

八 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の

知事が任命する者 

 

 

【参考】 

災害対策基本法の一部を改正する法律の運用について（抜粋） 

（平成24年６月27日内閣府・消防庁） 

１．地方防災会議及び災害対策本部の見直し 

（３）都道府県防災会議の委員構成（法第15条第５項関係） 

① 都道府県防災会議の委員として、「自主防災組織を構成する者又は学識経験 

のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者」を新たに加えることに

より、男女共同参画の推進及び高齢者や障害者などの多様な主体の参画を促進

することとし、地域防災計画及びそれに基づく各種防災対策の充実を図ろうと

するものである。「自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者」とは、

広く自主防災組織の代表者等や大学教授等の研究者のほか、ボランティアなど

のＮＰＯや、女性・高齢者・障害者団体等の代表者等を想定している。 

② なお、防災対策の見直しに係る男女共同参画の推進については、既に各都道

府県防災主管部長宛に通知（平成24年５月８日付府政防第535号・消防災第181

号）しているところであり、引き続き、防災に関する政策・方針決定過程等に

おける女性の参画の拡大に努められたい。 

改正による追加部分




